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浜松光医学財団における 

公的研究費の不正使用に係る通報及び調査に関する取扱いについて 

 

浜松光医学財団における公的研究費の不正使用に係る通報及び調査については、「研究機関におけ

る公的研究費の管理・監査のガイドライン (実施基準)（平成 19 年 2 月 15 日文部科学大臣決定、令

和 3 年 2 月 1 日改正）」にて、より迅速な全容解明のための取組が求められていることから、以下の

通り定めることとする。 

 

１. 公的研究費の不正使用とは 

故意もしくは重大な過失による公的研究費の他の用途への使用又は公的研究費の交付の決定

の内容やこれに付した条件に違反した使用を指す。なお、研究活動に関係する不正については、

公的研究費の不正使用のほか、研究活動における特定不正行為（捏造、改ざん、盗用）があるが、

特定不正行為の取扱いについては、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライ

ン（平成 26 年 8 月 26 日文部科学大臣決定）」に基づき、対応することとする。 

 

２. 公的研究費の不正使用に係る通報及び調査 

(1) 不正使用に係る通報 

① 公的研究費の不正使用が行われていることを機関内外からの指摘により知った者等は、

書面、電話、FAX、電子メール、面談などの方法により、内部監査部門に通報又は報告(以

下「通報」という。)するものとする。 

② 通報する場合は、信ずるに足る相当の証拠等事案の内容を明示しなければならない。 

③ 通報を受けた者や、調査関係者は、当該通報者に不利益が生じないよう十分注意しなけ

ればならない 

(2) 予備調査 

 内部監査部門は、当該通報内容を精査し、必要に応じて予備調査を実施することができる。 

(3) 本調査の要否及び通報の取扱い 

① 内部監査部門は、当該通報内容等を最高管理責任者に報告する。 

② 最高管理責任者は、当該通報内容等の合理性を確認し、本調査の要否を判断するととも

に、その要否を内部監査部門に伝える。 

③ 当財団は、本調査の要否を、通報を受け付けた日から 30 日以内に当該研究費を配分した

機関（以下「配分機関」という。）に報告する。なお、報道や会計検査院等の外部機関か

らの指摘による場合も同様の取扱いとする。 

(4) 調査委員会の設置 

① 最高管理責任者が本調査を必要と判断した場合は、内部監査部門は速やかに調査委員会

を設置し、本調査要否報告後 30 日以内に本調査を開始するものとする。 

② 調査委員会には、外部有識者を含むものとし、その外部有識者は、通報者及び疑義を受

けている者（以下「調査対象者」という）と直接の利害関係を有さない者でなければな
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らない。 

(5) 本調査 

 調査委員会は、不正の有無及び不正の内容、関与した者及びその関与の程度、不正使用の

相当額等について調査する。 

(6) 配分機関への調査方針等の報告 

 当財団は、調査の実施に際し、調査方針、調査対象及び方法等について、配分機関に報告、

協議する。 

(7) 通報者への通知 

 顕名による通報の場合は、原則として、受け付けた通報に基づき実施する措置の内容を、

通報者に通知する。 

(8) 調査対象者の協力及び弁明の機会の付与 

 調査対象者は、上記調査に対し、誠実に対応し、協力しなければならない。なお、調査委

員会は、調査の過程で必ず調査対象者の弁明を聞かなければならない。 

(9) 調査中における一時的執行停止 

 調査委員会は、必要に応じて、調査対象者に対し、当該研究費の一時的使用停止を命ずる

こととする。 

(10)認定 

 調査委員会は、不正の有無及び不正の内容、関与した者及びその関与の程度、不正使用の

相当額等について認定する。 

(11)配分機関への調査結果等の報告及び調査協力 

① 当財団は、本調査の開始後から 150 日以内に、調査結果、不正発生要因、不正に関与し

た者が関わる他の公的研究費における管理・監査体制の状況、再発防止計画等を含む最

終報告書（付属資料１(文科省作成)参照）を配分機関に報告する。なお、期限までに調

査が完了しない場合であっても、調査の中間報告を配分機関に提出する。また、調査の

過程であっても、不正の事実が一部でも確認された場合には、速やかに認定し、配分機

関に報告する。 

② 配分機関の求めに応じ、調査の終了前であっても、調査の進捗状況報告及び調査の中間

報告を当該配分機関に提出する。また、調査に支障がある等、正当な事由がある場合を

除き、当該事案に係る資料の提出又は閲覧、現地調査に応じる。 

(12)調査結果の公表 

① 当財団は、調査関係者に調査結果を報告するとともに、調査委員会が不正を認定した場

合には、速やかにその調査結果を公表する。。 

② 公表する内容は、原則、不正に関与した者の氏名・所属、不正の内容、公表時までに行っ

た措置の内容、調査委員の氏名・所属、調査の方法・手順等を含むものとする。但し、合

理的な理由がある場合は、不正に関与した者の氏名・所属等を非公表とする。 
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(13)不服申立て 

 調査対象者は、調査委員会の調査結果に不服があるときは、その報告を受けた日から起算

して 2 週間以内に、調査委員会に対して不服申し立てを行うことができる。 

 

３. 補則 

本取扱いの制定及び改廃は、浜松光医学財団における公的研究費の管理・監査要領に準ずる。 

 

附則 

令和 8 年 6月 11 日制定 

 

通報からの流れ 

  

【通報窓口】 

内部監査部門 

⑵ 予備調査の実施（必要に応じて） 

⑷① 調査委員会の設置 

  （⑶③から３０日以内） 

【調査委員会】 

⑸ 本調査の実施（不正の有無等） 

⑻ 調査対象者の弁明の機会の付与 

⑼ 研究費の一時的使用停止命令 

⑽ 不正の有無等の認定 

⑷② 

外部有識者 

（必須） 

【最高管理責任者】 

理事長 

浜松光医学財団 

配分機関 通報者 
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報告書に盛り込むべき事項 

 

□ 経緯・概要 

〇発覚の時期及び契機（※「告発（通報）の場合はその内容・時期等」） 

〇調査に至った経緯等 

□ 調査 

〇調査体制（※第三者〔当該機関に属さない弁護士、公認会計士等〕を含む調査委員会の設置） 

〇調査内容 

・調査期間 

・調査対象（※対象者（研究者・業者等）、対象経費〔物品費、旅費、謝金、その他〕） 

（※当該研究者が関わる他の競争的資金等も含む） 

・調査方法（例：書面調査〔業者の売上げ元帳との突合等〕、ヒアリング〔研究者、事務職員、取引業

者等からの聴き取り〕等） 

・調査委員会の開催日時・内容等 

□ 調査結果（不正等の内容） 

〇不正等の種別（例：架空請求〔預け金、カラ出張、カラ雇用〕、代替請求等） 

〇不正等に関与した研究者（※共謀者を含む） 

・氏名（所属・職（※現職））、研究者番号 

〇不正等が行われた研究課題 

・研究種目名、研究期間、研究課題名 

・研究代表者氏名（所属・職（※現職））、研究者番号 

・交付決定額又は委託契約額 

・研究組織（研究分担者氏名（所属・職（※現職）・研究者番号） 

〇不正等の具体的な内容（※可能な限り詳細に記載すること） 

・動機・背景 

・手法 

・不正等に支出された競争的資金等の額及びその使途 

・私的流用の有無 

〇調査を踏まえた機関としての結論と判断理由 

□ 不正等の発生要因と再発防止策（※当該研究者が関わる他の競争的資金等も含む） 

〇不正等が行われた当時の競争的資金等の管理・監査体制 

〇発生要因（※可能な限り詳細に記載すること） 

〇再発防止策 

□ 添付書類 

（例：交付申請書、交付決定通知書又は委託契約書、収支決算報告書、確定通知書、競争的資金等の受

取口座の写し、その他参考資料（証憑類等）等） 

□ その他（機関における当該事案への対応） 

（例）関係者の処分、交付中又は委託契約中の競争的資金等の取扱い、刑事告発等 

※ 必ずしも当該報告書に盛り込む必要がないが、機関における当該事案への対応が決定次第、速やかに

配分機関に報告することとする。 



付属資料 1 

 

（報告書作成例） 

※「報告書に盛り込むべき事項」を満たしていれば、必ずしもこの様式による必要はありません。 

〇〇〇第〇号 

令和〇年〇月〇日 

（配分機関 殿） 

浜松光医学財団       

理事長  〇〇 〇〇  印 

 

○○○の不正等について（報告） 

 

〇〇年度（競争的資金等の名称）において○○○が行われたことが判明しましたので、下記のとおり報告

します。 

 

記 

 

1. 経緯・概要 

※ 発覚の時期及び契機  （※「告発（通報）」の場合はその内容・時期等） 

※ 調査に至った経緯等 

2. 調査 

(1) 調査体制 

※ 調査委員会の構成（第三者〔当該機関に属さない弁護士、公認会計士等〕を含む調査委員会の設置） 

(2) 調査内容 

※ 調査期間 

※ 調査対象（対象者（研究者・業者等）、対象経費〔物品費、旅費、謝金、その他〕） 

※ 当該研究者が関わる他の競争的資金等を含む 

※ 調査方法（例：書面調査〔業者の売上げ元帳との突合等〕、ヒアリング〔研究者、事務職員、取引業

者等からの聴き取り〕等） 

※ 調査委員会の開催日時・内容等 

3. 調査結果（不正等の内容） 

(1) 不正等の種別 

※ 例：架空請求〔預け金、カラ出張、カラ雇用〕、代替請求等 

(2) 不正等に関与した研究者（※共謀者を含む） 

氏名（所属・職（※現職）） 研究者番号 
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(3) 不正が行われた研究課題（該当する研究課題分作成） 

研究種目名 研究期間  

   

研究課題名 

研究代表者氏名（所属・職（※現職）） 

研究者番号 

交付決定額又は委託契約額          （単位：円） 

年度 年度 年度 年度 年度 年度 

      

研究組織（研究分担者氏名（所属・職（※現職）・研究者番号）） 

(4) 不正等の具体的な内容（※可能な限り詳細に記載すること） 

• 動機・背景 

• 手法 

• 不正等に支出された競争的資金等の額及びその使途 

• 私的流用の有無 

(5) 調査を踏まえた機関としての結論と判断理由 

(6) 不正等に支出された競争的資金等の額（該当する研究課題ごとに該当する年度分作成） 

年度（内訳）                          （単位：円） 

費目 

交付決定額 

又は 

委託契約額 

実績報告額 適正使用額 

不正使用額 

・ 

不適切使用額 

物品費     

旅費     

謝金等     

その他     

直接経費計     

間接経費     

合計     

※ 該当する研究課題ごとに該当する年度分作成 

4. 不正等の発生要因と再発防止策（※当該研究者が関わる他の競争的資金等を含む） 

(1) 不正等が行われた当時の競争的資金等の管理・監査体制 

(2) 発生要因（※可能な限り詳細に記載すること） 

(3) 再発防止策 

5. 添付書類一覧 

（例：交付申請書、交付決定通知書又は委託契約書、収支決算報告書、確定通知書、競争的資金等の受取

口座の写し、その他参考資料（証憑類等）等） 

 


